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第119期　定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り誠に有難く厚く御礼申
しあげます。
　さて、本日開催の第119期定時株主総会において、下
記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し
あげます。

敬具

記
報 告 事 項 １．第119期（自2018年４月１日至2019年３月

31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計
監査人および監査役会の連結計算書類監査結
果報告の件

２．第119期（自2018年４月１日至2019年３月
31日）計算書類報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件

　本件は、原案どおり承認可決され、期末におけ
る配当金は１株につき50円と決定いたしまし
た。これにより中間配当金を含めました当期の
年間配当金は1株当たり95円となりました。

第2号議案 定款一部変更の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。な
お、変更の内容は後記＜ご参考＞のとおりであり
ます。
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第3号議案 取締役7名選任の件
　本件は、原案どおり承認可決され、瀧澤利一
(重任）、本坊吉博（新任）、黒川清敬（重任）、
青木睦郎（新任）、関忠行（重任）、三木緑（重
任）、関根近子（重任）の７氏が選任され、それ
ぞれ就任いたしました。なお、関忠行、三木緑、
関根近子の3氏は社外取締役であります。

第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限
付株式の割当てのための報酬決定の件
　本件は、原案どおり承認可決されました。

以上

＜ご参考＞
定款一部変更の内容は次のとおりであります。

（下線は、変更部分を示します。）

変更前 変更後

(買収防衛策の決定) (削除)
第１8条　当会社は、株主総会

において大規模買付行為へ
の対応方針を決定する。

２　前項の決議は出席株主の
議決権の過半数をもって行
う。

第19条～第21条（条文省略） 第18条～第20条（現行どおり）

（代表取締役および役付取締役） （代表取締役）
第２２条　取締役会は、その決

議にもとづき取締役社長1名
を定める。ほかに取締役会
長1名および取締役副社長、
専務取締役、常務取締役各若
干 名 を 定 め る こ と が で き
る。

第２１条　取締役会は、その決
議にもとづき代表取締役社
長1名を定める。ほかに取締
役会長1名を定めることがで
きる。

２　取締役社長は会社を代表
する。ほかに、取締役会の決
議にもとづき代表取締役若
干 名 を 定 め る こ と が で き
る。

２　代表取締役社長のほか
に、取締役会の決議にもとづ
き代表取締役若干名を定め
ることができる。

第23条～第36条 (条文省略) 第22条～第35条 (現行どおり)
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